
令和５年 10月１日 

 

水道料金等のお知らせ（検針票）の読み方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目説明】 

①水道メーターの設置場所です。 

②水道契約者のお名前です。 

③水栓番号…水道メーターごとに割り振

っている番号です。 

④検針日・使用期間…前回検針日の翌日か

ら、今回検針日までの期間です。 

⑤口径…水道管の太さのことで、基本料金

の算定の元になります。 

⑥今回の使用水量…使用期間中に使った

水の量です。「今回指針」から「前回指

針」を差し引きます。 

⑦前年同期間使用水量…前年の同じ期間

に使った水の量です。 

⑧請求月…検針した月の翌月・翌々月にご

請求します（納付書払の場合は翌月に合

算）。 

⑨うち消費税…水道料金と下水道使用料

のそれぞれの消費税率、消費税額です。 

⑩請求予定金額…水道料金と下水道使用

料を合算した金額です。 

⑪振替予定日…毎月 26 日(土日祝の場合

は翌営業日)です。 

⑫お客様へ…漏水の疑いがある場合や、積

雪・駐車等で検針できなかった場合にメ

ッセージを表示します。 

⑬領収書兼振替済通知書…過去の口座振

替の結果です。 

⑭水道料金、下水道使用料それぞれの適格

請求書発行事業者登録番号(インボイス

制度対応)です。 

※大川目町の汚水処理施設（コミュニティプラント）

の下水道使用料に係る適格請求書発行事業者登録

番号は「久慈市（Ｔ4000020032077）」です。 
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